
　　　　　　　　令和3年度

悲惨替交通亭故を引き起己す飲酒遅転を根絶写るた劫、飲酒遅転◎危険性、嘉

質性を訴える遅動を市民総ぐる寄で展開し巷す。

　　　　　　　　　　　　⌒

令和3年12月1日（水）～12月31日（金）の1か月間
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SτOPi飲酒運転

飲酒運転根絶運動の周知徹底と広報啓発

飲酒運転を助長する環境の根絶

ハンドルキーパー運動の推奨

◇◇飲酒運転等に対する罰則◇◇

＃遠

◇◇飲酒運転ほう助行為に対する罰則◇◇
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酒酔い 5年以下 100万円以下
酒酔い運転 5年以下 100万円以下 35点 車両の提供

酒気帯び 3年以下 50万円以下

酒酔い 3年以下 50万円以下酒気帯び運転
（O．25㎎以上）

3年以下 50万円以下 25点 酒類の提供
酒気帯び 2年以下 30万円以下

酒酔い 3年以下 50万円以下酒気帯び運転

（025mg未満）
3年以下 50万円以下 13点 同　乗者

酒気帯び 2年以下 30万円以下

呼気検査拒否 3月以下 50万円以下 一

◇◇◇横浜市内の交通事故件数と死亡率◇◇◇

令和3年9月末 令和2年 令和元年 平成30年 平成29年

全事故件数 5β90 7，398 8，398 9，596 10441

死者数 22 48 50 57 51

死亡率 0．4 0．6 0．6 0．6 0．5

うち酒気帯びによる事故件数 26 26 33 46 51

死者数 0 0 1 1 3

死亡率 OO 0．0 3．0 2．2 5．9

横浜市交通安全対策協議会



1．「運動の重点」に基づき、地域の実態に即した交通安全を積極的に推進します。

2．運動を効果的に推進するため、広報啓発や実践的な活動を行います。

1．地域の交通事故実態に即した飲酒運転根絶運動の推進計画等を策定すると

ともに、関係機関・団体との連携を密にして、運動を推進します。

2．各種メディアを活用して、運動の周知と広報啓発を推進します。

1．飲酒運転による交通事故の詳細な分析や飲酒運転情報等を踏まえ、飲酒運転

の根絶を目的とした効果的かつ計画的な取締りを推進します。

2．飲酒運転を検挙した際には、運転者の捜査のみにとどまらず、飲酒運転をす

ることを知りながら車両や酒類を提供したり、同乗する行為等に対する捜査を

厳正に行います。

3．酒の製造、販売業者、酒類提供飲食店、駐車場関係者等に対する働きかけを

強化し、飲酒運転防止に向けた協力を要請します。

1．キャンペーンやイベントなどの開催により飲酒運転の根絶を呼びかけます。

2．ハンドルキーパー運動をドライバーや飲食店等に対して積極的に働きかけ

推進します。

※ハンドルキーパー運動とは…「自動車で仲間と飲食店などへ行く場合に、お酒を飲まない人（ハ

ンドルキーパー）を決め、その人が仲間を自宅まで送り届ける」運動です。

1．ニュースや新聞を素材に、飲酒運転による事故の悲惨さと責任の重大さを家

族で話し合い「しない、させない、ゆるさない」を徹底しましょう。

2．飲酒を伴う会合等には車両を運転していかないように声をかけ注意し合う

　よう努めましょう。

3．酒類販売業者・飲食店等と協力して、車両を運転する人には酒類を絶対に提

　供しないようにしましょう。

1．各種研修会などを通じて、飲酒運転の根絶を徹底します。

2．広報誌、校内放送等を活用して飲酒運転事故の悲惨さを呼びかけます。

　　路管理者・鉄道事業
　道路情報板、駅広報、車内広報などを活用し、この運動の周知と交通マナー向

上のための広報啓発活動を推進します。

横浜市交通安全対策協議会

（事務局）横浜市道路局交通安全・自転車政策課

電話（671）2323　FAX（663）6868



　　　　　　　　　　事

　　　　　　　　　　　　　　　　亘
　年末は交通量や飲酒0機会が増える己己によ‘1、交通亭故0多発が懸鍵れる己εか弓、市民

一人ひε‘脚交通安全についτ考え、交通几一ルの遵守ε交通マ十一の向上に取‘闇む己εを通じ

τ、交通事故賄止の徹底を圃‘1皆オ。

　　　　　　　　　　　　　　　　⌒

　　令和3年12月11日（土）～12月20日（月）の10日間

無事故で年末笑頗で新年

1．飲酒運転の根絶

2．歩行者（特に高齢者）と自転車の交通事故防止
3．全ての座席のシートベルトとチャイルドシートの正しい着用の徹底

4．二輪車の交通事故防止

◇◇　令和3年9月末現在の交通事故発生状況　◇◇

交　通　事　故 二翰車 自転車 歩行者 高齢者
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鶴　見　区 3821　　4 11　－3 43引　　16 1
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2 01　0 01　0 0 0

神奈川区 3651　　89 11　－4 4161　99 1 0 01　0 Ol　－4 0
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南　　　区 2791　　10 Ol　4 319；　　9 0 0 01　0 0｝　－1 0 0

港　南　区 3241　　33

O
l
　
－
2
　
］ 377；　28 0 0 01　0 Ol　－1 0

一
1

保土ケ谷区 3171　　24 21　－2 3651　25 0
一
4 11　1 01　0 2 1
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磯　子　区 271；　33 31　　0 3131　34 2 1 Ol－1 11　0 1 0

横

　
　
　
　
　
浜
　
　
　
　
　
市
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戸　塚　区 4661　　87 31　3 527；　90 1 1 01　0 01　0 1 1

栄　　　区 153；　　11 0；　　0 1721　　9 0 0 01　0 0｛　0 0 0

泉　　　区 1861　　－7 21　　2 2141　－6 1 1 1｝　1 01　0 2 2
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3．全ての座席のシートベルトとチャイルドシートの必要性について正しく理解し、正しい

　着用を徹底します。

1，地域の交通事故実態に即した交通安全運動の推進計画等を策定するとともに、関係機関・

1．交通事故に直結する悪質、危険、迷惑性の高い違反の指導取締りを強化します。

　　　　2．子どもや高齢者の保護誘導活動や交差点における街角アドバイスを強力に推進します。

　　　　3．関係機関に交通事故分析資料等を積極的に提供し、地域実態に対応した事故防止活動を

　　　　　推進します。

　　　　4．反射材を有効に活用してもらうため、キーホルダーや靴シール等を直接取り付けさせても

　　　　　らう活動を推進します。

　　　　5．交通情報板などを活用して、この運動の周知と交通安全の広報啓発を推進する。

翻晶㌫蕊灘麟㌶鴛＝舞＝謬i瓜地域や艦
繍2璽錺麗㌶㌢成員による街角アドノvイスを積極的に実施巳「交通安全のひと

　　　　3．ハンドルキーパー運動をドライバーや飲食店等に対して積極的に働きかけるなど飲酒運

　　　　　転の根絶を呼びかけます。

　　　　※　ハンドルキーパー運動とは・・「自動車で仲間と飲食店などへ行く場合に、お酒を飲まない人（ハンドルキー

　　　　　パー）を決め、その人が仲間を自宅まで送り届ける」運動のことです。

　　　　1．事故を起した時の責任の重大さなどについて家族で話し合いましょう。

　　　　2．飲酒を伴う会合や飲酒が予想される場合の外出には車両を運転していかないようお互い

　　　　　に声をかけ注意しあいましょう。

　　　　3．歩行者（特に高齢者や児童）の夜間の外出には、目につきやすい明るい服装や反射材を

　　　　　着用しましょう。

1．タ暮れ時の交通事故防止を図るとともに、校外指導を強めます。

2．自転車・二輪車の安全利用に関する指導と交通安全教育の充実を図ります。

　　路管理者・錐道事業
1．交通安全施設の点検整備を実施するとともに、道路パトロールを強化します。

2．

　ます。

　　　　　　　τ

道路情報板、駅広報、車内広報等を活用し、この運動の周知と交通安全の啓発を推進し


